
ね ん き ん 通信
国民年金の保険料納付が困難な学生は
『学生納付特例』の手続きを！

　日本国内に住む全ての人は、20 歳になったときから国民年金の被保険者となり、学生も加入しなけれ
ばなりませんが、ご本人の所得が一定の額以下で保険料の納付が困難な場合、国民年金保険料の納付が
猶予される「学生納付特例制度」があります。

もしものときのために申請を！
　学生納付特例期間中にケガや病気等、不慮の事態が発生した場合、障がいの状態に応じて、障害基礎
年金を受けることができます。未納のままにしておきますと、これらの保障が受けられない場合があり
ますので、納付が困難な場合は忘れずに学生納付特例の手続きをしてください。
　また、老齢基礎年金を受けるためには、原則として保険料の納付済期間（保険料免除期間を含む）が
10 年以上必要です。学生納付特例の承認を受けた期間は、この老齢基礎年金の受給資格期間に含まれま
す。ただし、老齢基礎年金の計算対象となる期間には含まれません。

対象となる方は？
　大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校（修業年限が１年以上
である課程）に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の額以下の場合に対象となります。
　【所得の目安】１１８ 万円  ＋｛扶養親族等の数× ３８ 万円｝
　学生納付特例の承認期間は４月から翌年3月までとなります。
　承認を受けた次の年度も在学予定である場合は４月初めに再申請の用紙（ハガキ様式）が届きますので、
引き続き学生納付特例制度の利用をご希望の場合は、必要事項をご記入の上ポストにご投函ください。

お手続きは・・・
　住民登録している市区町村の窓口または年金事務所の窓口、または郵送での申請も可能です。
　お手続きの際は学生証、在学証明書が必要となります。

学生納付特例の対象者は？

お問い合わせ先：稚内年金事務所　電話：0162-32-1941
　　　　　　　　保健福祉課 戸籍福祉グループ　電話：５－1115（内線166）・告知端末機：５－8813

～稚内年金事務所からのお知らせ～
☆年金相談窓口は原則予約制です☆

　先月号の広報誌でもお願いしているところですが、稚内年金事務所の年金相談窓口は、原則予約が
必要となります。
　待ち時間が長くなったり、相談を受けられないといったトラブルを避けるためにも、稚内年金事務
所にご用がある際には、事前予約をお願いします。予約は当日でも受け付けしていますので、よろし
くお願いします。

稚内年金事務所の年金相談窓口のご予約は、電話番号
０1６２ － ７４ － 1０００
で受け付けしています。

自動音声で案内しますので「１」→「２」の順で選択してください。
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